
収）しています。この間に退職され
る場合、退職後の残りの住民税をま
とめて、退職時の給与や退職金から
の天引きにより納める制度にご理解
くださるよう、お願いします。
事業主の皆さんへ
①従業員が退職などで住民税の特別

徴収ができなくなる場合は「異動
届出書」の提出が必要です。

②翌年１月以降に退職する方の住民
税について、残りの特別徴収税額
があるときは、退職時の給与や退
職金から天引きして納入すること

（一括徴収）が義務づけられてい
ます。なお、12月以前に退職する
方についても、同様に納入するこ
とができます。

問…税務課　内線2252
　　西北地域県民局県税部
　　納税管理課　℡34−3141

　個々の労働者と事業主との間に生
じた労働問題（解雇・賃金引き下
げ・長時間労働・パワハラなど）に
ついて、青森県労働委員会委員が相
談に応じます。
日時…12月10日㈫　13：30〜15：30
　　　12月15日㈰　10：30〜12：30
場所…青森県労働委員会（東奥日報

新町ビル４階）
対象者…県内の労働者、事業主
相談員…青森県労働委員会委員
費用…無料
利用方法…随時受付
＊事前予約優先
問…青森県労働委員会事務局
　　℡017−734−9832

　10月４日から青森県最低賃金が改
定されました。
改定後時間額…790円
＊製造業と小売業の一部には特定最

低賃金が定められています。
問…青森労働局労働基準部賃金室
　　℡017−734−4114

　市、五所川原商工会議所、ごしょ
つがる農業協同組合の共催で名刺交
換会を開催します。
日時…令和２年１月３日㈮　11時〜

場所…ホテルサンルート五所川原
会費…3,000円
＊申込時にお支払いください。
申込締切…12月９日㈪
申込先…総務課　内線2112／各総合

支所庶務係／五所川原商工会議所
総務課　℡35−2121／ごしょつが
る農業協同組合企画管理課

　℡27−3300

　契約、販売方法、商品・サービス
などに関する消費者トラブル、多重
債務でお困りの方に対し専門の消費
生活相談員が無料で相談に応じます。

▽悪質商法、契約・取引に関するト
ラブル相談

　五所川原市消費生活センター
　℡33−1626
日時…月曜〜金曜日（祝日を除く）
　　　8：30〜17：15
場所…市民学習情報センター

▽くらしとお金の安心相談会
　（多重債務相談）
　消費者信用生活協同組合
　青森事務所　℡0120−102−143
日時…12月11日㈬　10：00〜16：00
場所…市民学習情報センター
＊予約制。貸付制度あり。

　梅漬け、豆腐、味噌などの手作り
の加工品や季節野菜などを販売。
日時…12月11日㈬、25日㈬
　　　12：00〜13：00
＊都合により、急遽中止となる場合

があります。
場所…市役所２階談話コーナー
問…農林水産課　内線2521

　五所川原市地産地消を進める会で
は、地元農産物で郷土料理作り、味
わう調理体験会を実施します。
日時…12月２日㈪　10：00〜14：00
場所…中央公民館３階調理室
募集人員…先着30名
参加費…当日500円徴収
持ち物…エプロン、三角巾持参
＊先着順となりますので、お早めに

お申し込みください。
申込先…農業委員会　内線2883

　住民税が毎月の給与から天引きさ
れている方は、１年分の税額を「６
月から翌年５月まで」の12回に分け
て勤務先の事業所が納入（特別徴

今 月 の 納 期
・市 県 民 税　４期
・国 民 健 康 保 険 税　６期
問　収納課　内線2273
・後期高齢者医療保険料　６期
問　国保年金課　内線2346
・介 護 保 険 料　６期
問　介護福祉課　内線2453
納期限  令和2年1月6日㈪

納付は便利で確実な
口座振替を�

12月労働相談会

農産物加工品直売会

青森県最低賃金改定
地産地消を楽しむ会
参加者募集

令和２年新年名刺交換会
退職後の住民税は
どうなりますか

お知らせ
行政・人権相談

　行政相談は行政相談委員、人
権相談は人権擁護委員が担当し
ます。
五所川原地区（行政相談）

▽ 12月12日㈭　10：00～12：00

▽ 12月26日㈭　10：00～12：00
　市役所１階相談室１Ａ
問　市民課　内線2324
金木地区（行政・人権合同相談）

▽ 12月４日㈬　10：00～12：00
　金木総合支所４階第２会議室
問　金木総合支所　内線3104
市浦地区（行政・人権合同相談）

▽ 12月３日㈫　10：00～12：00
　市浦総合支所
　青森あすなろホール市浦
問　市浦総合支所　内線4010
法務局人権相談

▽月曜日～金曜日（祝日を除く）
　8：30～17：15
　五所川原支局１階人権相談室
問　青森地方法務局五所川原支局
　　℡34－2330
人権擁護啓発メッセージ

（平成30年度人権教室より／
中央小６年生）
声に出さなければ、

気持ちはちゃんと伝わらない

消費生活相談

17五所川原市役所　☎35－2111


